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平成 30 年度第２回 

滋賀県木造住宅耐震診断員講習会 

滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会 のご案内 

（新規登録者および登録更新希望者対象） 
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滋賀県内の各市町で実施されている木造住宅震診断員派遣事業による耐震診断

や、木造住宅耐震改修等事業費補助を受ける耐震改修工事に設計者、監理者、施

工管理者として従事するためには、本講習会を受講した後に「滋賀県木造住宅耐

震診断員名簿」または「滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿」に登録

する必要があります。 

このたび、各名簿に登録を希望される方のための講習会を下記のとおり開催い

たします。 

なお、平成 25年度に受講された方は、本年度が更新年度にあたりますので、積

極的に受講していただくようお願いいたします。 

 

１．日程および会場 

【日 程】 ： 平成 30年 11月 14日（水曜日） 

         13時～17時（受付 12時 30分～） 

  

【会 場】 ： Ｇ－ＮＥＴしが 滋賀県立男女共同参画センター 大ホール 

近江八幡市鷹飼町 80-4 

（ＪＲ近江八幡駅下車南口より 500ｍ 徒歩 10 分） 

＊駐車場には限りがございます。会場へは公共交通機関でお越しくださ

い。  

２．プログラム（時間割は前後することがあります） 

１２：３０～１３：００ 受付 

 １３：００～１３：０５ 開会挨拶 

 １３：０５～１３：５０ 耐震診断事業、耐震改修事業等補助事業の説明 

 １３：５０～１４：００ 休憩（（一財）日本建築防災協会の実施する講習会

（※）を修了した方は、修了証の授与） 

 １４：００～１６：３０ 木造住宅の耐震性の安全確認・補強方法等について 

             講師：土野池建築設計事務所 所長 土野池正義氏 

 １６：３０～１７：００ 閉会（修了証の授与） 

 

 

 



 

（※）（一財）日本建築防災協会の平成 30年度実施「国土交通大臣登録  

木造耐震診断資格者講習」及び「木造耐震改修技術者講習」を受講した方 

は、当該講習会の修了証を以て県が実施する講習会における技術的な部分 

のプログラム（木造住宅の耐震性の安全確認・補強方法等について）に代 

えることができるものとします。 

 

３．受講料 

  受講料は無料です。 

ただし、講習会では下記のテキストを使用しますので必ず事前に準備してくださ 

い。 

・「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」指針と解説編（水色） 

・「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」例題編・資料編（黄色） 

  書籍は（一財）日本建築防災協会から発刊されており、当財団法人のホーム

ページから申込を行い、購入することができます。価格は 2冊 1組で 7,200

円です。 

＊当日、事前希望者のみ会場でテキストを購入できるよう手配します。（希

望者は講習会申込時にあわせて申し込んでください。） 

＊当日は受付時にテキストの持参を確認させていただきます。 

  

 ○（一財）日本建築防災協会書籍購入ホームページ 

 http://www.kenchiku-bosai.or.jp/publication/list.html 

 〇（一財）日本建築防災協会（書籍取扱書店案内） 

 http://www.kenchiku-bosai.or.jp/publication/store.html 

 ※上記ホームページの案内から取り寄せて購入される場合は、一定時間がかかる場

合がありますので、余裕を持って手配等お願いします。 

 

４．受講資格 

耐震診断員（※） 建築士（１級・２級・木造）の方で、県内に勤務または居住さ

れている方 

 

 

耐震改

修工事 

設計者

等 

主たる事務所（本社・本店等）を滋賀県内に有し、建築士事

務所登録を滋賀県知事より受けた建築士事務所に所属す

る建築士 

施工管

理者 

滋賀県内に主たる営業所（本社・本店等）を有する法人、ま

たは個人事業所に勤務する者（受講者は技術系職員に限

る） 

 ※耐震診断員として業務を行う際には、建築士事務所に所属していただくこと

が必要となりますのでご注意ください。 

 

 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/publication/list.html
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/publication/store.html


５．講習会受講後の名簿登録等について 

   当講習会を受講し、修了されると、受講資格に応じて、「滋賀県木造住宅耐

震診断員登録名簿」または「滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿」

への登録申請が行えます。 

なお、登録申請には受講資格を示す建築士免許等の写しなどの添付書類が必

要です。 

   

※滋賀県暴力団排除条例(平成 23年滋賀県条例 13号)第２条第２号に規定す

る暴力団員は登録出来ません。 

※講習会を受講しただけでは、名簿に登録されません。（登録方法は当日の講習

中に説明いたします。） 

※当日の登録申請は受け付けておりませんので、よろしくお願いいたします。 

   

 （１）耐震診断員の登録 

   滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿は、市町が住民から依頼を受けて実施

する耐震診断事業に、耐震診断員として依頼する際に活用されます。（県

から県内市町に対しては公開されます。） 

 （２）耐震改修工事の設計者等、施工管理者の登録 

   滋賀県木造住宅耐震診断改修工事講習会修了者（設計者等・施工管理者）

名簿は、県および市町の補助金を受けて耐震改修を実施する工事の設計者、

監理者、施工管理者として選定されるときになどに活用されます。登録名

簿は公開します。 

 

６．講習会の申込方法 

申込用紙に必要事項を記入の上、申込先にファックス、E-mailまたは郵送で

送付して下さい。なお、受付は先着順とさせていただきます。 

定員：新規・更新あわせて 200名程度 

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。 

※申込書のお名前等の漢字は楷書で正確に記入いただきますようお願いしま

す。（申込書を元に修了証が作成されます） 

  ※申込み受付後、受講証を発行します。受講証は、講習会当日に必ず持参し、

受付で掲示してください。また、平成 30年 11月２日（金）までに受講証

が届かない場合はご連絡下さい。 

 

 ■申込用紙 

滋賀県土木交通部建築課建築指導室のホームページよりダウンロードでき

ます。 

ダウンロードは申込期間開始の平成 30年 10月９日（火）から可能になります。 

 

 



７．申込期間  

平成 30年 10 月９日（火）から 10月 22日（月）まで（必着） 

 

８．申込先 

  滋賀県土木交通部建築課建築指導室（住まいの安全対策係） 

  〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１－１ 

  TEL 077-528-4262  FAX 077-528-4912 

  E-mail antai@pref.shiga.lg.jp 

 

＜講習会会場付近見取図＞ 

  

 

 

 

 

 

 

略地図 公共交通機関でお越しください。 


